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〔開議 午前１０時１７分〕 

議長（與谷公孝議員） これより本日の会議を開きます。 

 ただいまの出席議員は１６名であります。 

 よって、会議は成立いたしております。 

 最初に議長の報告ですが、お手元に配付の報告書は朗読を省略し、これより議

事に入ります。 

 本日の議事につきましては、お手元に配付の議事日程第４号により取り進めた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第８０条の規定により、議長において４番、

田中勲議員、５番、真井紀夫議員を指名いたします。 

 次に、日程第２、「『議案第３号 平成２０年度尾鷲市老人保健医療事業特別会

計予算の議決について』の訂正について」を議題といたします。 

 ただいま議題となりました議案第３号について、市長より訂正の申し出があり

ましたので、発言を許可いたします。 

 市長。 

〔市長（伊藤允久君）登壇〕 

市長（伊藤允久君） おはようございます。議員の皆様方におかれましては、各委員

会において議案をご審査していただいている中、再度本会議を開催していただく

ことになり、大変申しわけなく思っております。 

 本定例会に提出をさせていただきました議案第３号「平成２０年度尾鷲市老人

保健医療事業特別会計予算の議決について」に一部誤りがありましたので、ご報

告を申し上げます。その内容につきましては、本来、地方自治法第２３５条の３

第２項の規定に基づき、一時借入金の最高額を定めるところが、予算書に記載を

されておりませんでした。そのため、「第２条 地方自治法第２３５条の３第２

項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１０,０００千円と定める。」を

追加いたしたく訂正をお願いするものでございます。借り入れの最高額につきま

しては、前年度予算額との比較から前年度の１０分の１の金額である１,０００

万円と定めたものであります。 

 このような誤りがありましたことは、市民の皆様を始め、議員の皆様方に多大

なご迷惑をおかけすることになり、市長として責任を痛感するとともに、深くお

わびを申し上げます。今後、二度とこのようなことがないようチェック体制を十
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分に見直し、強化をしてまいります。提出議案につきましては、訂正をお認めい

ただきますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

議長（與谷公孝議員） 以上で訂正についての説明は終わりました。 

 お諮りいたします。 

 「『議案第３号 平成２０年度尾鷲市老人保健医療事業特別会計予算の議決に

ついて』の訂正について」を許可することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（與谷公孝議員） ご異議なしと認めます。 

 よって、「『議案第３号 平成２０年度尾鷲市老人保健医療事業特別会計予算

の議決について』の訂正について」は、これを許可することに決定をいたしまし

た。 

 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 この後、生活文教常任委員会を開きますので、よろしくお願いいたします。 

 本日はこれにて散会いたします。 

〔散会 午前１０時２１分〕 
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